
お申込プラン

中小企業人材オンライン
スキルアップ支援事業について（東京都）

都内中小企業等が従業員に対して行う、
eラーニングを利用した職業訓練（職務や業務に必要な知識や技能の習得と向上、
又は資格等に関する訓練）に係る経費の助成金です。

次の要件を満たす都内中小企業者
都内に本社又は主たる事業所があること。
訓練に要する経費を従業員に負担させていないこと。
助成を受けようとする訓練について

　国又は地方公共団体から助成を受けていないこと。 など
※各要件について、詳しくは「募集要項」をご覧ください

中小企業が雇用する従業員
 　団体の場合は、団体を構成する企業のうち都内に本社又は主たる事業所がある中小企業の従業員

常時勤務する事業所の所在地が都内である者
 　在宅勤務中や自宅待機の場合は在宅場所を問いません

中小企業が従業員に対して行う訓練、又は団体がその構成員の従業員に対して、教育機関等が提供
する eラーニングを利用して実施するもの
受講者の職業・職務に必要となる知識・技能の習得と向上を目的とする訓練、又は資格の取得を目的
とする訓練であること
中小企業又は団体が受講者の受講履歴等を確認できる訓練であること
教育機関の受講案内と受講に係る経費（受講料等）が一般に公開されていること

交付申請書等を作成し、その他の提出書類とあわせて申請期間中に郵送してください。
申請期間の締切日必着です。
配達記録が残る簡易書留等の方法により郵送してください。

※郵送以外での申請は受け付けません

次の表の資本金の額又は常用労働者数のいずれか一方（又は双方）に
該当するものをいいます。ただし、みなし大企業を除きます。

▼ 詳細は東京都TOKYOはたらくネットのサイトからご覧ください
https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/kansensyo/e-learning/index.html

※東京都TOKYOはたらくネットサイトより作成

主な申請要件

助成対象となる
訓練の要件

助成対象受講者

助成限度額
助成率

申請方法

32万円
助成対象経費の５分の４

中小企業の定義

資本金の額

5,000万円以下

1億円以下

3億円以下

産業分類

製造業

サービス業

卸売業

常用労働者数

100人以下

100人以下

300人以下

申請は以下の助成対象期間に応じて、６回受け付けます。（郵送のみ）

申請期間

助成対象期間　　　 
5月 1日（金）～ 12月31日（木）
6月 1日（月）～ 12月31日（木）
7月 1日（水）～ 12月31日（木）
8月 1日（土）～ 12月31日（木）
9月 1日（火）～ 12月31日（木）
10月 1日（木）～ 12月31日（木）

申請期間
4月23日（木）～ 5月13日（水）
5月14日（木）～ 5月27日（水）
5月28日（木) ～ 6月22日（月）
6月23日（火) ～ 7月20日（月）
7月21日（火）～ 8月20日（木）
8月21日（金）～ 9月21日（月）

申請回
第1回
第2回
第3回
第4回
第5回
第6回


